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研究成果の概要（和文）：本研究は、本研究は、知的財産法及び競争法に関係する分野において、国際的に制度の統合
・調和が進められる一方、国・地域ごと又は産業分野ごとに、異なる規律を制定・適用する要請も高まっているとの現
状認識に立ち、国際的に、制度の統合と分散化をどのように進めることが望ましいかを探求した。具体的には、国際的
統合の必要性や最近の動向を明らかにした。そして、今後の方向性については、画一的基準の設定、及び包括的な経済
協定の中で知的財産に関する取り決めをするという近年の統合形式・方法には問題があり、むしろ知的財産分野に特化
して、権利保護と利用の自由のバランスに留意した国際的調和が望ましいと考えられる。

研究成果の概要（英文）：The aim of the project is to figure out appropriate international legal framework 
for intellectual property（IP) and competition policy. While international harmonization and convergence 
of legal rules are inevitable in these important policy areas, there should also be flexible treatment to 
allow diverse systems.
From such a viewpoint, in the area related to IP, the recent trend of containing detailed rules and 
standards for IP protection in multilateral, plurilateral or bilateral trade (and/or investment) treaties 
is problematic.
It is advisable to go back to the more traditional approach under which states negotiate on and set 
international law focusing just on IP, with careful balancing of interests of IP holders and users of the 
subject matters.

研究分野： 知的財産法
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１．研究開始当初の背景 
(1) 現代の経済関係法制の中でとりわけ重
要性を増しつつある知的財産法及び競争法
の分野については、国際的に、制度の統合
（convergence）・調和（harmonization）・画
一化（unification）*に向けた努力が払われ
てきている。 
 特に知的財産法分野については、(i) 実体
規律の統合について比較的早期から条約の
整備等が進められている（パリ条約、ベルヌ
条約、TRIPS 協定、実体特許法条約（交渉中）
等）ほか、(ii) 出願・審査手続面の統合（特
許協力条約、商標法条約、審査ハイウェイ等）、
(iii) 権利執行規律の統合（TRIPS 協定、模倣
品海賊版拡散防止条約等）、(iv) 紛争処理規
律の統合（国際裁判管轄・準拠法の国際ルー
ル（検討中）等）等が進められている。我が
国自身も、2002 年以降策定されてきた「知
的財産戦略大綱」及び「知的財産推進計画」
において「世界特許システムの構築」を政策
目標に掲げ、制度の実体的内容の統合、審査
手続の協力、権利執行ルールの統合等につい
て積極的な役割を果たしている。 
 競争法の分野においても、競争法の手続面
及び実体面での国際的統合等の促進を目的
とした ICN（ International Competition 
Network，国際競争ネットワーク）が 2001
年 10 月に発足し、2010 年現在、ICN には
96 か国・地域から 107 当局が加盟している
など、その影響力は無視できないものとなっ
ている。 
(2) 一方、国際的に一律の“one-size-fits-all”
的な制度の統合を図る動きに対して、留保を
し、あるいは反発して、むしろ制度の分散化
（divergence）・多様化（diversity）を指向
する動きも、近年活発化している。知的財産
法を例に挙げると、以下のようにいくつかの
異なる要因・観点からの分散化が進み、ある
いは主張されている。 
 - 国ごとに経済的発展段階に応じた制度（例、
途上国における保護を緩めた制度。 
 - 地域単位の制度（例、自由貿易協定・関税
同盟や APEC 等において、地域単位で制度を
統合。 
 - 国内制度における規範の細分化（例、特許
制度において、産業分野の特性に応じた制度
の提言） 
 - 紛争処理の分散化（特許権侵害訴訟等の国
際裁判管轄に関する「専属管轄」の提言等） 
 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究は、統合と分散化の動きがせめぎ
合っている上記のような国際的な動向を正
確に把握したうえで、知的財産法、競争法、
国際私法、国際法、民法等の最先端の知見を
駆使して、理論的に評価・分析し、さらには、
今後どのような国際的なフレームワークの
構築を目指すべきかについての提言を国内
外に対して行うことを目指すものである。 

(2) 本研究の遂行に当たっては、以下の点に
留意した。 
 第一に、総合的な研究とすること。本研究
は、市場における競争に直接関係し、相互に
関連の深い知的財産法と競争法の両分野を
横断的に対象とし、両実体法に加え、国際私
法、国際法、民法等の専門的知見を総動員し
て、国際的フレームワークの統合と分散化の
両面についての分析をするものであり、対
象・手法の両面で総合的であることを特徴と
する。 
 第二に、国際的な研究とすること。本研究
の対象が国際的問題というばかりでなく、欧
米やアジア等の外国研究者と密接に協力し、
かつ、研究成果を海外にも発信することを目
指した。 
 第三に、実践的な研究とすること。本研究
の対象は、単に学術的・理論的問題にとどま
らず、実践的問題でもある。例えば、研究期
間中に交渉が進行した地域統合協定（TPP、
RCEP 等）について分析し、政策的提言を行
うことも目指した。 
 
３．研究の方法 
(1) 研究方法としては、主として、文献（裁
判例や法令案を含む。）の分析、参加研究員
相互間の意見交換、内外の研究者や実務家と
の意見交換による。 
(2) 研究の過程で、論文や研究報告等によ
る研究成果の公表を積極的に行うとともに、
毎年度、欧州等の外国研究者を招いてシンポ
ジウムを開催し、課題の整理、最先端の議論
との交流、成果の提示を図った。 
 
 
４．研究成果 
(1)  本研究では、制度の統合ないし調和に
つき、複数国間で制度の調整をすることを含
む広い意味で用いている。 
実際に存在する国際調和の仕組みの例と

しては、以下のようなものがある。 
①複数国の統一的・共通制度の構築（Benelux
商標制度、EU の共同体商標・意匠制度、EU
単一効特許制度など） 最も進んだ形態であ
るが、世界的には、まだ例外的である。EU で
は、非常に長期にわたって検討されてきた統
一特許制度が実現しようとしていることが
画期的である。 
②手続き面の統一（出願手続の統一に係る特
許協力条約やマドリッド・プロトコル等) 
③実体ルールの基準（最低水準）の設定
(TRIPS 協定、パリ条約、ベルヌ条約、WIPO
著作権条約等) 
④出願・審査手続面の基準の設定(特許法条
約等) 
⑤権利行使(enforcement)に関する規律の設
定(TRIPS 協定等) 
⑥審査機関相互間の協力に関する仕組みの
構築 
 国際統合・調和の必要性の根拠としては、



以下のものが考えられる。 
①国境を超えた free riding への対応  
②外国人の保護 
③手続上の効率性の追求 
④貿易歪曲効果の防止  
⑤制度普及による経済発展への寄与（の期
待）  
⑥将来的には、知的財産侵害行為が複数国に
またがる場合の処理につき、複数国間の連携
が必要と考えられる。 
(2) 国際的統合の最近の動向として、以下
を指摘できる。 
①1990 年代後半以降、FTAs/EPAs に知的財産
条項を設けることが活発化。他方、多国間条
約の作成・改正の交渉が困難化。 
②投資協定（EPAs の投資章を含む）・投資仲
裁の、知財分野への活用の動きがみられる。
投資協定では、当初から「投資財産」の中に
知的財産を位置づけており、投資保護に関す
る約束が、知的財産の保護にも適用可能であ
った。しかし、投資協定や ISDS（投資家と国
家間の紛争解決制度、特に仲裁）が実際に知
的財産関係の問題に適用されるようになっ
たのは、比較的最近のことである（注 1）。 
③ (非経済的目的の）公共政策や基本的人権
との調整を必要とする問題の増大。例えば、
公衆衛生と特許、生物多様性保全と知的財産、
タバコ規制と商標（注 2）、パロディと著作
権・商標権等である。 
④途上国による主張の積極化。例えば、新し
い知的財産（的権利）の創設（伝統的知識等）、
既存権利の制限・例外の強化（著作権制限に
係る新条約の主張等）である。 
⑤さらに、規律対象がますます国内法の各国
独自の部分に及んできている。それに伴い、
例えば各国法の一般的民事法制（例、損害賠
償制度）との調整の必要性が高まっている。 
⑥他方、各国国内制度においては、救済措置
の柔軟化が求められる面があり（パテント・
トロール問題、標準必須特許問題等における
民事救済の扱い）、柔軟性の少ない国際的規
律との齟齬の可能性が先進国でも生じてい
る。すなわち、先進国主導で導入された TRIPS
協定などの規定が、逆に、先進国の柔軟な運
用の障害となりかねない事態が生じている。 
(3) 上記のような最近の動向を踏まえ、国
際統合のあり方について検討すると、以下を
指摘できる。 
①画一的基準の設定による（”One size fits 
all”的）ルール・メイキングの限界。TRIPS
はまさに one size 志向である。すなわち、
権利の型を決め、それから各国がはずれるこ
とを例外的に認め、しかも各制度の中でも、
画一的な保護基準を設定している。例えば、
特許制度では、技術分野によって保護の要件
を変えることを禁じる規定が、わざわざ設け
られている。 
しかし、(i)知的財産制度が各国ごとの事

情（経済発展度合、産業構造、基本的な法制
度、文化等）に応じて構築されるべきことへ

の認識の高まり(例、生物関連発明の特許化
（倫理や宗教に関係）、化学物質発明の特許
化（創薬産業等の発展状況に関係。日本も
1970 年代までは特許対象とせず）、著作権の
存続期間等について）の中、南北対立、旧世
界（欧州）対新世界（米、オセアニア）対立
（地理的表示）等により、多国間アプローチ
は停滞している。 
(ii) そのためもあり、二国間・少数国間ア
プローチが活発化している。ただし、
FTAs/EPAs の知的財産条項において、各国ご
との実情に応じた柔軟性が十分確保されて
いるわけではない。TRIPS がそうであったよ
うに、FTA/EPA も広範な経済問題を扱うパッ
ケージの一部であるから合意に至っている
というのが実情である。 
②包括的な経済協定の中で知財を扱うこと
（One packageアプローチ）にも問題がある。
すなわち、One package による交渉・協定は、
狭義の貿易障壁措置（関税、輸入差別的措置
等）を削減する目的との関係では、有効かつ
合理的。交渉分野間の give and take は、貿
易障壁を削減するという、基本的にすべての
国にとって良い方向に向かう制度改正を実
現するため、特に国内の反対をおさえるうえ
で有効といえる。 
しかし、上記の手法で知財問題を扱うこと

には問題が多く、また今後は困難化すると考
えられる。なぜならば、第一に、知財保護は
強化すればよいというものではない（貿易障
壁が少ないほどよいということとは異なる。
保護と利用のバランスの確保が必要）。第二
に、知財に関する条約交渉では、交渉過程の
不可視性等から、国内立法の場合以上に、「権
利強化バイアス」がかかりやすい(ロビイン
グ等は権利者・既得権者側がする。他方、ユ
ーザー側は積極的に行動に出ることが少な
い。特に著作権分野は難しい。）。第三に、特
に包括的な協定の場合は、知財問題は社会
的・政治的関心の埒外に置かれるのみならず、
主たる交渉官の専門外でもあり、バランス確
保の fine tuning を期待できない。第四に、
知財関係の国際的規律は、すでに非常に高度
かつ詳細になっており、今後は、ますます国
ごとに基本的な法制度や政策上sensitiveな
領域に関わるものとなっていく可能性が大
きい（例えば、TPP における損害賠償規定（民
事法の基本的原則に関係）、医薬品特許や関
連データ保護に係る規定（各国の医療政策・
福祉政策等に深く関係）。なお、TPP の投資章
は、締約国の正当な規制権限の行使に一定の
配慮をしているが（公衆衛生や環境関連等に
ついて ISDS の対象から外す旨を規定。それ
らの分野の規制は知財にも関係）、これは TPP
の規律が各国の自主的な政策決定領域に深
くかかわる可能性を示している。）。第五に、
TPP や TTIP（環大西洋貿易投資パートナーシ
ップ）に見られるような、多数国間あるいは
主要先進国間の交渉が多くなるに伴い、交渉
が難化する可能性が大きい。 



③そこで、今後の知財関連の国際交渉のあり
方については、第一に、知財問題を独立して、
ユーザー側の意見も十分に聴取しつつ、交渉
する形とすること、ただし、第二に、少なく
とも手続面（出願手続、審査等）の国際調和・
協力は、我が国として、積極的に促進するこ
とが重要と思われる。また、第三に、海賊版
をはじめ侵害が放置されている状況に対し
て 、 国際的 な ルール で 必要最 低 限 の
enforcement についての国際調和を進めるこ
とは、今後も必要である。 
(4) 以上は知的財産法分野についてである
が、競争法の見地からの成果としては、特に
ICN（International Competition Network、
国際競争ネットワーク）での活動が挙げられ
る。ICN は、競争法の手続面及び実体面での
国際的収れんの促進を目的とし、2001 年 10
月に発足したネットワークである。今では
100 以上の国・地域の競争当局が参加してお
り、競争法の分野では最大の国際組織に成長
している。競争当局だけでなく、国際機関、
弁護士、学者等も、非政府アドバイザー
（Non-Governmental Advisor、 NGA）として
ICN の活動に参加しており、分担者研究者の
林は、この NGA として参画し、競争法制度の
統合と分散化をどのように進めることが望
ましいかについて、討議・分析した。具体的
には、全体的な活動の方向性を決める運営委
員会（Steering Group）の下で、テーマごと
に設けられた作業部会等（Working Group、
以下 WG）において活動を行った。具体的には、
①カルテル、②企業結合、③単独行為、④競
争唱導、⑤競争当局有効性、という５つの分
野について、国際的統合の分散の諸相につい
て検討を行った。またその成果は、ICN 各 WG
の日常の活動の中で、電話会議や電子メール
のやりとりを通じて社会に還元するととも
に、特に、単独行為規制について、事業者に
よる反競争的単独行為に対する規制の在り
方等について、論文の形で報告、公表した。
具体的には、知的財産権にかかる単独行為規
制の在り方、情報通信市場における市場支配
的地位の認定、公益事業に対する競争法規制
の適用等について、多くの論文、著書の形で
成果を公表した。 
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